
今
月
は

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
で
す

問
総
合
政
策
部
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
２

　

納
付
書
（
普
通
徴
収
分
）
の
発
送

予
定
は
、
７
月
15
日
で
す
。（
納
期

は
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
８
回

で
す
。）

国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
税
（
以
下
、
国
保

税
）
は
、
私
た
ち
が
病
気
や
け
が
を

し
た
時
に
安
心
し
て
治
療
を
受
け
る

た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。

◎
納
税
義
務
者

①
４
月
１
日
現
在
、
ま
た
は
そ
れ
以

　

降
に
野
木
町
国
民
健
康
保
険
（
以

　

下
、
国
保
）
の
被
保
険
者
で
あ
る

　

世
帯
主

②
４
月
１
日
現
在
、
ま
た
は
そ
れ
以

　

降
に
擬
制
世
帯
主
（
世
帯
主
は
国

　

保
に
加
入
し
て
い
な
い
が
、
そ
の

　

家
族
が
加
入
し
て
い
る
場
合
）
で

　

あ
る
方

◎
税
額
の
計
算
方
法

　

年
税
額
＝
均
等
割
＋
平
等
割
＋
所

　

得
割
＋
資
産
割

※
課
税
限
度
額
（
医
療
保
険
分
47
万

　

円
、、
後
期
支
援
分
12
万
円
、
介

　

護
保
険
分
10
万
円
）

◎
賦
課
算
定
の
対
象
年
齢

医
療
保
険
分　

０
歳
〜
75
歳
未
満

後
期
支
援
分　

０
歳
〜
75
歳
未
満

介
護
保
険
分　

40
歳
以
上
65
歳
未
満

◎
被
保
険
者
の
異
動
届
出

　

国
保
の
加
入
・
脱
退
に
は
、
自
ら

町
住
民
課
に
届
出
が
必
要
で
す
。
加

入
届
出
が
遅
れ
る
と
、
国
保
税
を
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
脱
退
届
出
が
遅
れ
る
と
、

い
つ
ま
で
も
国
保
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
所
得
の
申
告

　

所
得
の
少
な
い
世
帯
に
は
、
国
保

税
の
軽
減
が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
の

申
告
が
無
い
と
世
帯
の
所
得
状
況
が

不
明
の
た
め
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
非
自
発
的
失
業
者
に
係
る
国
民
健

康
保
険
税
の
軽
減

　

こ
の
制
度
に
よ
る
軽
減
を
受
け
る

に
は
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
あ
て

は
ま
る
方
は
税
務
課
に
ご
申
請
く
だ

さ
い
。
詳
し
い
こ
と
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

対
象
者
と
な
る
方
に
は
、
９
月
に

「
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
」
を
送

付
し
ま
す
。

　

次
の
①
〜
③
す
べ
て
に
あ
て
は
ま

る
方
が
対
象
で
す
。

①
世
帯
主
が
国
保
の
被
保
険
者
と

　

な
っ
て
い
る

②
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
の
全
員

　

が
65
歳
以
上
75
歳
未
満

③
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
受
給
者

　

で
、
介
護
保
険
料
と
国
保
税
を
合

　

わ
せ
た
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分

　

の
１
を
超
え
な
い

家
屋
を
建
て
た
ら
連
絡
を

問
総
合
政
策
部
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
３

　

町
で
は
、
新
築
や
増
築
を
し
た
家

屋
（
住
宅
・
店
舗
・
工
場
・
倉
庫
・

車
庫
・
物
置
な
ど
）
を
対
象
に
、
家

屋
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
に
基
づ
き
、
固
定
資
産

税
の
も
と
に
な
る
家
屋
の
評
価
額
を

算
定
し
ま
す
。

　

家
屋
を
新
た
に
取
得
し
た
り
、
増

築
さ
れ
た
方
は
、
町
職
員
が
調
査
に

伺
い
ま
す
の
で
、
町
総
合
政
策
部
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

調
査
が
遅
れ
る
と
、
固
定
資
産
税

が
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税
に
な
っ
た
り
、

評
価
証
明
の
発
行
が
遅
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
の
一
部
や
全
部
を
取

り
壊
さ
れ
た
場
合
に
も
、
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（10）記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込

お知らせ

日 容 儡所 定対 申

区分 課税標準
税率

医療保険 後期支援 介護保険

均等割 世帯内の被保険者数
一人につき
２２，０００円

一人につき
６，２００円

一人につき
６，０００円

平等割 一世帯一律に
一世帯につき
２２，０００円

一世帯につき
６，２００円

一世帯につき
６，０００円

所得割
前年中の総所得金額＋
山林所得金額－３３万円

６．４％ １．５％ １．３％

資産割
固定資産税額
（土地、建物にかかる分）

３３．０％ ７．０％ ４．３％


